
   

 

⑤  ④  

介護保険料は、被保険者本人の所得や世帯の課税状況等により
算定されます。保険料の算定には「合計所得金額」を用います。 

所得段階別 介護保険料 

合計所得金額とは 

※分離課税の譲渡所得の特別控除を受けて 
  いる場合は、その適用前の金額が合計所 
  得金額となりますが、介護保険料算定の 
  際には、適用後の金額を用います(平成 
  ３０年度からの措置です)。 

第９期（令和６～８年度） 
●第１段階～第４段階に記載されている金額は公費による負担軽減後の額です(軽

減前は第１・２段階が３４,５００円、第３段階が４６,４００円、第４段階が４８,４００円）。 

●老齢福祉年金とは、国民年金が発足した昭和３６年の当時に既に高齢等であった

ことを理由に国民年金を受け取ることができない方を救済するために設けられた

制度です。 

●公的年金等の収入額には、障害年金や遺族年金等の非課税年金は含みません。 

●生活保護を受給されている方は第１段階となります。 

●第８期において、税制改正による給与所得及び公的年金控除の控除額の引き下げ

が影響しないよう、特例措置を講じていました（介護保険法施行令附則第２３条）

が、第９期以後については継続しません（第２段階～第６段階の方については、引

き続き、給与所得金額及び年金所得金額の片方または両方の合計から１０万円を

限度とした控除を行います）。 

（※２）令和７年度分の保険料から、第２段階及び第５段階の基準所得金額が８０万

円から８０万９千円に改正されました。 

 

より、第２段階及び第５段階の基準所得金額を８０万円から８０万９千円に見直し

ました。 

同一年度内で発生した利益と損失を相殺

・不動産所得

・給与所得

・総合課税の

長期譲渡所得

一時所得の

２分の１

・事業所得

・雑所得(公的年金等)    

・利子所得

・総合課税の

配当所得

短期譲渡所得

※損益通算(同一年度内で発生した

利益と損失を相殺）後の金額（注１）

（注１）
右記の繰越控除を受けている場合は、

その適用前の金額をいいます。

・純損失や雑損失の繰越控除

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

・上場株式等に係る配当所得等の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除

同一年度内で発生した利益と損失を相殺

・短期譲渡所得

・長期譲渡所得

・上場株式等に係る配当所得

・株式等に係る譲渡所得等

・先物取引に係る雑所得等

・山林所得

分離課税の

ご本人の

住民税は？

同一世帯に

住民税が課税

されている人は?

老齢福祉

年金は?

公的年金等の収入額と
その他の合計所得金額(※１)

の合計は80万円(※２）より多い？

課税

非課税

ない
いない

いる

ある

８０万円（※２）以下

120万円より多い

合計所得金額

によって14段階に

分かれます。

 合計所得金額」については

右ページをご覧ください。

合計所得金額が１２５万円未満

合計所得金額が
１６０万円以上２１０万円未満

合計所得金額が

２１０万円以上３２０万円未満

合計所得金額が
１２５万円以上１６０万円未満

合計所得金額が

４２０万円以上５２０万円未満

合計所得金額が

６２０万円以上７２０万円未満

合計所得金額が

７２０万円以上１,０００万円未満

合計所得金額が

１,０００万円以上２,０００万円未満

合計所得金額が

２,０００万円以上３,０００万円未満

120万円以下

第１段階 ２１,０００円
（月額 １,７５０円）

第２段階 ２１,０００円
（月額 １,７５０円）

第３段階 ３０,０００円
（月額 ２,５００円）

第７段階 ７８,７００円
（月額およそ ６,５５８円）

第４段階 ４６,５００円

（月額 ３,８７５円）

第５段階 ６０,０００円
（月額 ５,０００円）

第11段階 １２３,６００円
（月額 １０,３００円）

第10段階 １０９,３００円
（月額およそ ９,１０８円）

第８段階 ９０,３００円

（月額 ７,５２５円）

第９段階 ９２,３００円

（月額およそ ７,６９１円）

第14段階 １７７,５００円
（月額およそ １４,７９１円）

第15段階 １８３,８００円
（月額およそ １５,３１６円）

第16段階 ２２３,４００円

（月額およそ １８,６１６円）

第17段階 ２４７,２００円
（月額 ２０,６００円）

第６段階 ６７,４００円
（月額およそ ５,６１６円）

公的年金等の収入額と
その他の合計所得金額（※１）

の合計は80万円（※２）より多い？

８０万円（※２）以下

８０万円（※２）

より多い

なおかつ
120万円より

多い？

８０万円
（※２）

より多い

合計所得金額が
３,０００万円以上５,０００万円未満

合計所得金額が
５,０００万円以上１億円未満

合計所得金額が
１億円以上

第18段階 ２７０,９００円
（月額 ２２,５７５円）

第19段階 ２８９,１００円
（月額およそ ２４,０９１円）

第20段階 ３０５,０００円
（月額およそ ２５,４１６円）

合計所得金額が

３２０万円以上４２０万円未満

第12段階 １４５,８００円
（月額 １２,１５０円）

合計所得金額が

５２０万円以上６２０万円未満

第13段階 １５２,１００円
（月額 １２,６７５円）

(※１)その他の合計所得金額とは、

合計所得金額から公的年金等に係る

雑所得金額を差し引いたものです。


